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韓
国
法
哲
学
の
現
状
と
課
題

|
|
韓
国
に
お
け
る
法
実
証
主
義
と
自
然
法
論
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
|
|

シンポジウム:東アジアの法哲学の現状と展望

金

哲

3朱

一
、
法
実
証
主
義
と
自
然
法
論
の
対
立
の
問
題
史

(
二
韓
国
に
お
け
る
法
実
証
主
義
と
自
然
法
論
の
研
究
状
況

韓
国
の
法
学
部
に
郎
、
専
任
の
法
哲
学
教
授
が
い
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
の
で
、
韓
国
の
法
哲
学
会
は
現
在
五

O
名
位
の
学
者
が
加
入
し
て
、

年
一
回
位
発
表
会
を
催
し
て
い
る
。
韓
国
で
も

I
V
R
韓
国
支
部
が
結
成
さ
れ
て
会
員
は
八

O
名
位
で
、
年
に
三

1
四
回
発
表
会
を
聞
い
て

い
る
。

I
V
R
韓
国
支
部
は
今
年
春
、

I
V
R
の
句

zmEg円
で
あ
る
寸
ミ
御
夫
妻
を
御
招
き
し
て
会
合
を
も
っ
た
。
韓
国
支
部
会
長
は
徐
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演

骸
在
博
士
で
、
現
在
韓
国
の
学
術
院
会
長
を
し
て
い
る
。

I
V
R
韓
国
支
部
は
徐
会
長
の
古
希
を
記
念
し
て
記
念
論
文
集
『
東
西
の
法
哲
学

と
社
会
哲
学
』
を
刊
行
し
た
。
こ
の
論
文
集
に
は
三
六
編
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
海
外
の
教
授
が
一
一
編
の
論
文
を
送
っ
て
く
れ
、

韓
国
の
教
授
が
二
五
編
の
論
文
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
論
文
集
は
、
第
一
部
寸
法
哲
学
と
法
文
化
ヘ
第
二
部
寸
法
の
本
質
と
理
念
L

、
第
三

部
「
現
代
法
哲
学
の
傾
向
」
、
第
四
部
寸
東
洋
文
化
と
法
哲
学
L

、
第
五
部
「
社
会
問
題
と
社
会
哲
学
L

、
第
六
部
「
実
定
法
の
法
哲
学
的
接
近
」
、

に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
論
文
構
成
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
韓
国
の
学
者
の
関
心
事
は
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
法
実
証
主
義
と
自
然

法
論
に
関
心
が
深
い
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
朴
恩
正
教
授
は
、
出
。

σσg
の
自
然
法
哲
学
を
論
じ
て
い
る
し
、
徐
元
字
教
授
は
財
産

権
保
障
の
現
代
的
意
義
を
論
じ
て
い
る
が
、
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
を
代
表
し
て
い
る
よ
う
な
論
文
で
あ
る
。

韓
国
で
法
実
証
主
義
と
自
然
法
論
が
活
発
に
論
議
さ
れ
て
い
る
の
は
ド
イ
ツ
学
界
の
多
大
な
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
閉
山
包

σ
E与
の

自
然
法
論
へ
の
傾
斜
が
第
二
次
大
戦
後
の
韓
国
で
も
関
心
事
で
あ
り
、
刃
向
島
E
n
v
の
法
哲
学
が
韓
国
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。
日
帝
に
よ
る

併
合
以
前
は
ア
メ
リ
カ
的
な
自
然
法
論
が
流
行
し
た
が
、
日
帝
に
よ
る
併
合
後
は
ド
イ
ツ
の
法
実
証
主
義
(
特
に
カ

1
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
)

議

が
流
行
し
た
。
解
放
後
、
日
帝
の
法
体
制
が
違
法
な
実
定
法
だ
っ
た
の
で
、
ド
イ
ツ
の
の

g
a
N
E岳
g
C号
R
Z
を
主
張
し
た
刃
包
σ
E
n
y

の
自
然
法
論
が
韓
国
の
学
者
に
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
五

0
年
代
か
ら
六

0
年
代
に
わ
た
っ
て
ド
イ
ツ
で
勉
強
し
た
法
学

者
達
は
大
部
分
自
然
法
論
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
七

0
年
代
と
か
八

0
年
代
に
ア
メ
リ
カ
で
勉
強
し
た
人
の
中
に
は
法
実
証
主
義
者
が
多
く

な
っ
て
き
て
い
る
。

(
二
)
法
曹
界
と
立
法
分
野
に
お
け
る
法
実
証
主
義
の
支
配

法
学
界
で
は
自
然
法
論
が
活
発
に
論
議
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
法
曹
界
で
は
日
帝
の
時
代
と
同
じ
よ
う
に
法
実
証
主
義
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
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そ
の
理
由
は
建
国
当
時
の
判
事
や
検
事
、
弁
護
士
が
日
帝
の
司
法
試
験
の
合
格
者
で
あ
り
、
日
帝
に
忠
実
な
反
民
族
行
為
を
し
た
も
の
が
大

部
分
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
後
の
自
然
法
論
に
よ
り
遡
及
的
に
親
日
行
為
が
罰
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
た
彼
等
は
法
実
証
主
義

の
妥
当
性
を
強
調
し
、
日
帝
の
法
律
に
よ
り
同
族
の
弾
圧
を
し
た
の
も
罪
で
は
な
い
と
強
弁
し
た
。
国
民
は
反
民
族
主
義
者
の
処
罰
を
望
ん

だ
の
で
、
国
会
は
反
民
族
行
為
者
処
罰
法
を
制
定
し
た
が
反
対
者
に
よ
り
そ
の
施
行
が
阻
止
さ
れ
た
。

一
九
四
八
年
の
憲
法
は
ヴ
ァ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
影
響
を
受
け
て
基
本
的
人
権
を
法
律
の
留
保
下
に
保
障
し
た
。
例
え
ば
、
「
す
べ
て
の
国
民

は
法
律
に
依
ら
ざ
れ
ば
、
言
論
、
出
版
、
集
会
、
結
社
の
自
由
を
制
限
さ
れ
な
い
L

(

第
二
ニ
条
)

と
し
て
い
た
し
、
「
国
民
の
自
由
と
批
判

シンポジウム.東アジアの法哲学の現状と展望

を
制
限
す
る
法
律
の
制
定
は
秩
序
の
維
持
と
公
共
福
利
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
限
る
L

(

第
二
八
条
二
項
)
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の

憲
法
規
定
も
自
然
法
論
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
李
承
晩
政
権
時
代
の
立
法
府
と
か
司
法
府
、
行
政
府
は
法
律
万

能
的
に
解
釈
し
て
違
憲
的
な
法
律
の
存
在
を
認
め
な
か
っ
た
。

一
九
六

O
年
の
四
・
一
九
学
生
革
命
に
よ
っ
て
李
承
晩
体
制
が
崩
れ
、
一
九
六

O
年
六
月
一
五
日
の
第
二
共
和
国
憲
法
は
法
律
留
保
を
削

り
、
「
す
べ
て
の
国
民
は
言
論
・
出
版
の
自
由
と
集
会
・
結
社
の
自
由
を
制
限
さ
れ
な
い
」
(
第
一
三
条
)
、
「
国
民
の
す
べ
て
の
自
由
と
権
利

は
秩
序
維
持
と
公
共
福
利
の
た
め
に
重
要
な
場
合
に
限
っ
て
法
律
に
よ
り
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
そ
の
制
限
は
自
由
と
権
利
の
本

質
的
な
内
容
を
鍍
損
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
言
論
・
出
版
に
対
す
る
許
可
を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
第
二
八
条
)
と
変
っ
た
。
こ
れ

は
自
由
と
権
利
が
憲
法
前
的
な
も
の
と
解
し
、
そ
の
本
質
的
内
容
は
法
律
で
も
っ
て
し
で
も
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
謡
っ
た
も
の
で
、

ボ
ン
基
本
法
を
ま
ね
た
自
然
法
的
な
規
定
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
一
九
六
一
年
五
・
二
ハ
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
「
基
本
的
な
人
権
は
革
命
課
業
遂
行
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
保
障
さ
れ
る
L

と
変
わ
り
、
人
権
抑
圧
的
な
法
律
や
命
令
が
量
産
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
法
や
命
令
に
対
し
て
は
違
憲
審
査
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
時
の

代
表
的
な
悪
法
は
反
共
法
と
か
国
家
保
安
法
で
あ
っ
た
。
反
共
法
は
反
共
を
国
是
と
す
る
革
命
政
府
が
言
論
・
出
版
の
自
由
を
制
限
し
た
も

北法41(4・123)1583



演

の
で
、
言
論
・
出
版
・
集
会
・
結
社
の
自
由
を
規
定
し
た
憲
法
に
合
致
す
る
に
は
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
六
三
年
の
第
三
共
和
国
憲
法

講

は
第
二
共
和
国
憲
法
と
同
じ
く
言
論
・
出
版
の
自
由
を
規
定
し
た
が
、
反
共
法
が
憲
法
に
違
反
す
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
大
法
院
は
合
憲

で
あ
る
と
判
決
し
た
。

一
九
七
二
年
の
維
新
憲
法
は
法
実
証
主
義
的
な
国
家
万
能
的
な
憲
法
で
あ
り
、
国
民
の
基
本
的
人
権
は
法
律
に
よ
り
制
限
す
る
こ
と
が
で

き
る
ば
か
り
で
な
く
、
緊
急
措
置
に
よ
っ
て
も
事
前
的
に
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
国
民
の
基
本
的
人
権
は
ひ
ど
く
制
限
さ

れ
た
。
そ
の
反
発
で
第
五
共
和
国
憲
法
や
第
六
共
和
国
憲
法
は
自
然
権
的
な
人
権
条
項
を
規
定
し
て
い
る
。

(
三
)
憲
法
の
人
権
規
定
の
変
遷
と
憲
法
改
正

憲
法
の
人
権
理
念
も
時
に
よ
り
変
遷
し
た
。

一
九
四
八
年
以
後
李
承
晩
大
統
領
時
代
の
憲
法
は
実
定
法
万
能
的
で
あ
り
、
緊
急
命
令
で
も

人
権
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
五

O
年
六
・
二
五
朝
鮮
戦
争
の
最
中
に
は
緊
急
命
令
に
よ
る
統
治
が
行
な
わ

れ
、
国
民
の
人
権
は
よ
く
保
障
さ
れ
な
か
っ
た
。
令
状
の
無
い
逮
捕
等
が
行
な
わ
れ
た
し
、
自
白
の
強
制
・
拷
問
等
が
茶
飯
事
に
行
な
わ
れ

た
。
権
力
分
立
制
が
否
定
さ
れ
、
大
統
領
の
独
裁
が
行
な
わ
れ
た
。

第
二
共
和
制
に
は
い
っ
て
学
生
達
や
国
民
の
抵
抗
権
の
行
使
に
よ
り
、
国
民
の
人
権
が
自
然
権
と
し
て
認
定
さ
れ
た
し
、
立
法
や
判
例
も

憲
法
に
違
反
す
る
法
律
の
改
正
や
廃
止
を
促
し
た
。
ド
イ
ツ
憲
法
に
な
ら
っ
て
基
本
権
の
本
質
的
内
容
は
法
律
で
も
っ
て
し
で
も
制
限
で
き

な
い
と
規
定
し
た
し
、
憲
法
違
反
の
法
律
を
無
効
化
す
る
た
め
に
憲
法
裁
判
所
制
を
と
っ
た
。
司
法
府
も
悪
名
高
い
軽
犯
罪
法
や
道
路
交
通

法
を
言
論
・
出
版
・
集
会
・
結
社
の
自
由
の
制
限
の
た
め
に
濫
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
制
限
判
決
を
し
た
。

そ
れ
が
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
憲
法
裁
判
所
制
が
廃
止
さ
れ
、
立
憲
主
義
が
廃
棄
さ
れ
た
。
軍
人
達
は
日
帝
時
代
の
軍
人
と
同
じ
く
寸
法

律
は
法
律
、
命
令
は
命
令
L

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
政
府
権
力
を
濫
用
し
専
制
国
家
を
造
り
上
げ
た
。
そ
れ
で
も
人
民
の
消
極
的
抗
争

北法41(4・124)1584 
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に
よ
り
一
九
六
三
年
の
第
三
共
和
国
憲
法
は
人
権
を
自
然
権
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
規
定
し
た
。
だ
が
実
際
の
運
用
は
全
く
反

対
で
あ
っ
て
、
法
実
証
主
義
的
な
解
釈
が
支
配
し
、
法
律
万
能
的
な
統
治
が
行
な
わ
れ
た
。
非
立
憲
主
義
・
専
制
政
治
の
絶
頂
は
一
九
七
二

年
以
降
の
維
新
憲
法
時
代
で
あ
っ
た
。
朴
正
照
大
統
領
は
全
て
の
国
家
権
力
を
大
統
領
個
人
に
集
中
し
て
専
制
君
主
と
し
て
君
臨
し
た
。
統

一
主
体
国
民
会
議
と
い
う
一
種
の
国
政
翼
賛
会
で
大
統
領
を
選
挙
し
、
大
統
領
は
実
質
的
に
国
会
議
員
の
三
分
の
一
を
任
命
し
、
あ
ら
ゆ
る

司
法
官
を
任
命
し
、
国
務
総
理
と
あ
ら
ゆ
る
行
政
官
を
任
命
し
、
国
会
議
員
を
一
挙
に
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
国
会
解
散
権
も
に
ぎ
っ
て

い
た
。
法
律
に
対
す
る
違
憲
審
査
制
は
実
質
的
に
廃
止
さ
れ
、
大
統
領
の
一
声
で
法
律
が
制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
数
多

い
違
憲
的
な
法
律
が
制
定
さ
れ
た
け
れ
ど
も
司
法
府
は
法
律
の
違
憲
審
査
を
行
な
わ
な
か
っ
た
。
朴
正
県
大
統
領
の
時
代
に
は
法
律
の
違
憲

性
を
争
う
弁
護
士
も
少
な
か
っ
た
し
、
実
質
的
な
王
朝
的
専
制
主
義
が
支
配
し
た
。

そ
の
反
作
用
で
第
五
共
和
国
憲
法
は
、
国
民
の
希
望
に
よ
っ
て
、
人
権
を
自
然
権
と
解
釈
す
る
よ
う
に
規
定
し
た
が
、
違
憲
立
法
審
査
権

が
整
備
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
司
法
府
も
司
法
消
極
的
な
解
釈
を
し
て
立
憲
主
義
は
発
達
し
な
か
っ
た
。
第
六
共
和
国
憲
法
は
ド
イ
ツ
的
な
憲

法
裁
判
所
制
を
導
入
し
、
憲
法
に
違
反
す
る
法
律
の
無
効
宣
言
を
認
め
て
い
る
。
憲
法
の
人
権
制
定
も
自
然
権
的
に
制
定
さ
れ
て
い
封
。

韓
国
憲
法
の
人
権
規
定
は
、
実
定
権
自
然
権
|
実
定
権
|
自
然
権
と
い
う
循
環
を
た
ど
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
独
裁
的
な
統
治
者
は
人

権
の
超
国
家
性
を
認
め
ず
実
定
権
と
し
て
国
家
に
よ
り
保
障
制
限
す
る
の
が
当
然
と
考
え
、
ま
た
、
独
裁
者
の
退
場
後
は
、
国
民
に
よ
っ
て

人
権
が
前
国
家
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
。

(
四
)
憲
法
の
人
権
規
定
と
実
際
的
適
用
の
問
題

北法41(4・125)1585

憲
法
は
こ
の
よ
う
に
循
環
的
に
変
っ
た
け
れ
ど
も
、
行
政
法
学
者
は
憲
法
は
変
っ
て
も
行
政
法
は
残
る
と
考
え
る
し
、
刑
法
学
者
は
、
罪

刑
法
定
主
義
に
よ
っ
て
、
法
律
が
改
正
さ
れ
る
ま
で
は
憲
法
に
違
反
す
る
法
律
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ



演

う
な
実
定
法
万
能
の
法
律
論
が
は
や
っ
て
い
る
の
が
韓
国
の
問
題
で
あ
る
。
権
利
は
法
律
で
保
護
さ
れ
る
利
益
で
あ
る
と
い
う
民
法
学
者
の

権
利
解
釈
で
は
、
憲
法
が
い
く
ら
人
権
を
規
定
し
て
い
て
も
、
法
律
が
そ
れ
を
詳
し
く
規
定
し
て
い
な
け
れ
ば
権
利
で
は
な
い
と
い
う
論
理

講

が
成
立
す
る
と
考
え
て
い
る
。

も
う
少
し
進
歩
的
な
憲
法
学
者
は
、
憲
法
も
法
律
の
一
種
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
の
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
人
権
は
権
利
で
あ
る
が
、
明

文
の
規
定
の
な
い
人
権
は
権
利
で
な
い
と
考
え
て
い
る
。
法
曹
界
で
は
未
だ
憲
法
は
政
治
的
綱
領
で
立
法
方
針
規
定
で
あ
る
の
で
、
裁
判
規

範
で
は
な
い
と
い
う
法
実
証
主
義
的
な
見
解
が
支
配
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
果
し
て
正
常
的
な
憲
法
解
釈
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ

る

(1)
法
学
部
は
約
四
五
位
で
あ
る
。

(2)
彼
は
I
V
R
の
開
討
巾

2
巴
〈
巾
冨
巾

gσ
ミ
で
も
あ
る
。

(3)
法
哲
学
及
社
会
哲
学
韓
国
学
界
編
、
『
東
西
の
法
哲
学
と
社
会
哲
学
』
(
法
文
社
、
一
九
九

O
)

(
4
)
梨
花
女
子
大
学
副
教
授
、
著
書
に
『
自
然
法
論
』
(
民
法
社
、
一
九
八
七
)
が
あ
る
。

(
5
)
ソ
ウ
ル
大
教
授
、
著
書
に
『
現
代
行
政
法
論
(
上
)
』
(
博
英
社
、
一
九
八

O
)
が
あ
る
。

(
6
)
刃
包
げ
門
口
与
に
関
し
て
ロ
c
E
2
の
恩
師
お
ユ
白
色
。
ロ
を
書
い
た
人
も
三
人
い
た
。

N
O
ロ
m
d
k
d。ロ肉噌己

ωロ
M
C
B
w
』
白
何
者
ccω}岡山口・

(
7
)
〉

5
2
R白
の
批
判
法
哲
学

(
P
E
S
-
F巾官一
ω宮
門
出
巾
凹
)
の
学
説
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)
詳
細
は
金
哲
沫
「
韓
国
憲
法
の
制
定
と
改
正
経
過
小
考
L

罪
龍
津
訳
、
『
ア
ジ
ア
研
究
』
、
第
五
号
、
金
哲
沫
寸
外
国
憲
法
が
韓
国
憲
法
に
お
よ

ぽ
し
た
影
響
L

、
『
自
治
研
究
』
、
参
照
。

(
9
)
韓
国
語
文
献
は
金
哲
沫
『
韓
国
憲
法
史
』
(
大
学
出
版
社
、
一
九
八
八
)
参
照
。

(
叩
)
維
新
憲
法
に
つ
い
て
は
金
哲
沫
『
憲
法
学
概
論
』
一
九
七
三
、
韓
泰
淵
H
葛
奉
根
、
『
韓
国
憲
法
論
』
(
洋
販
出
版
社
、

(
日
)
第
五
共
和
国
憲
法
に
つ
い
て
は
、
金
哲
沫
『
新
憲
法
学
概
論
ヘ
一
九
八
一
年
、
参
照
。

一
九
七
五
)
。
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(
ロ
)
詳
細
は
金
哲
沫
寸
韓
国
法
の
過
去
・
現
在
・
未
来
」
、
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
へ
一
九
九

0
・
九
。
丘
乗
朔
寸
運
用
に
期
待
が
か
か
る
韓
国
憲
法
」
、

『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
、
一
九
九
0
・
九
。
丘
乗
朔
「
韓
国
第
六
共
和
国
憲
法
の
特
徴
L

、
『
亜
細
亜
法
学
ヘ
二
三
巻
第
一
号
。
金
哲
沫
『
憲
法
学
概

論
へ
一
九
八
八
年
、
参
照
。

二
、
現
行
憲
法
に
お
け
る
解
釈
論
の
問
題
状
況

シンポジウム:東アジアの法哲学の現状と展望

(
こ
現
行
憲
法
の
成
立
と
人
権
規
定
の
理
念

現
行
憲
法
は
一
九
八
七
年
政
権
交
替
の
た
め
国
民
の
合
意
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
行
憲
法
の
基
本
権
条
項
は
今
ま
で
の
憲

法
中
で
一
番
詳
細
で
新
し
い
基
本
的
人
権
を
多
数
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
国
民
の
私
生
活
の
秘
密
と
自
由
環
境
権
、
快
適
な
住
居
生

活
を
す
る
権
利
、
女
子
、
老
人
、
青
少
年
、
身
体
障
害
者
等
の
福
祉
へ
の
権
利
、
男
女
雇
用
平
等
、
正
当
な
賃
金
へ
の
権
利
、
犯
罪
被
害
者

の
被
害
補
償
請
求
権
、
生
涯
教
育
へ
の
権
利
、
国
家
有
功
者
、
傷
虞
軍
警
等
の
優
先
的
就
労
権
、
保
健
権
、
大
学
の
自
律
性
保
障
な
ど
が
特

徴
的
で
あ
る
。
今
ま
で
の
憲
法
で
は
身
体
の
自
由
の
保
障
が
不
充
分
で
あ
っ
た
た
め
に
身
体
と
自
由
の
保
障
の
た
め
の
規
定
も
よ
り
詳
細
に

な
っ
た
。

だ
が
い
ま
だ
に
法
律
の
留
保
下
に
あ
る
人
権
も
相
当
あ
る
。
財
産
権
の
内
容
と
限
界
の
法
律
主
義
、
通
信
・
放
送
の
施
設
規
準
と
新
聞
の

機
能
保
障
の
た
め
の
制
度
の
法
律
主
義
、
正
当
な
損
失
保
障
と
正
当
な
損
害
保
障
の
法
律
主
義
。
法
律
の
定
め
る
請
願
権
、
法
律
の
定
め
る

選
挙
権
、
公
務
担
当
権
、
国
家
救
助
請
求
権
、
教
育
を
受
け
る
権
利
、
勤
労
者
の
最
低
賃
金
請
求
権
、
勤
労
条
件
の
規
準
の
法
律
主
義
。
国

家
有
功
者
等
の
優
先
的
就
労
権
、
公
務
員
勤
労
者
の
労
働
三
権
、
生
活
保
護
請
求
権
、
環
境
権
の
内
容
と
行
使
等
が
法
律
留
保
下
に
あ
る
。

法
律
の
留
保
が
形
成
へ
の
留
保
で
あ
る
か
制
限
へ
の
留
保
で
あ
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
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一
般
的
に
は
形
成
へ
の
留
保
だ
と
理
解
さ
れ
て
い



演

る。

議

会
己
置
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
基
本
権
の
認
定
問
題

平
和
的
生
存
権
と
か
知
る
権
利
と
か
抵
抗
権
等
に
つ
い
て
は
憲
法
に
明
文
の
規
定
が
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
基
本
権
が
憲
法
上
認

め
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
論
争
が
あ
る
。
法
実
証
主
義
者
は
、
基
本
的
人
権
は
法
律
で
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
の
規
定
が

な
い
場
合
に
は
基
本
的
人
権
と
し
て
保
障
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
。
自
然
権
論
者
は
基
本
的
人
権
は
国
家
以
前
、
憲
法
以
前
の
権
利
で
あ
る

か
ら
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
く
と
も
基
本
的
人
権
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

憲
法
に
「
規
定
の
な
い
基
本
的
人
権
も
軽
視
さ
れ
な
い
」
と
の
明
文
規
定
が
あ
る
の
で
、
一
般
的
に
は
憲
法
の
明
文
規
定
が
無
い
新
し
い

人
権
も
保
障
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
論
拠
は
憲
法
の
ど
の
条
文
の
解
釈
に
あ
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

法
実
証
主
義
者
は
、
憲
法
第
三
七
条
一
項
「
国
民
の
自
由
と
権
利
は
憲
法
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
と
の
理
由
で
軽
視
さ
れ
な
い
」
と
い
う

条
項
が
憲
法
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
基
本
的
人
権
の
保
障
規
定
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
法
実
証
主
義
者
の
解
釈
は
、
憲
法
の
規
定
は
権
利

創
設
的
な
規
定
で
あ
り
、
憲
法
に
規
定
の
無
い
人
権
は
保
障
さ
れ
な
い
の
が
原
別
で
あ
る
が
、
憲
法
第
三
七
条
一
項
が
例
外
的
に
憲
法
に
列

挙
さ
れ
て
い
な
い
基
本
的
人
権
を
創
設
し
保
障
し
て
い
る
と
解
釈
・
主
張
し
て
い
る
。
法
実
証
主
義
者
は
こ
の
規
定
か
ら
創
設
さ
れ
た
人
権

を
「
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
基
本
的
人
権
」
だ
と
命
名
し
て
い
る
。

自
然
法
論
者
は
、
こ
の
法
実
証
主
義
者
の
主
張
は
間
違
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
基
本
的
人
権
は
前
国
家
的
な
も
の
で
あ
り
、
憲
法
制
定

以
前
か
ら
あ
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
が
こ
れ
を
確
認
し
保
障
す
る
義
務
を
国
家
に
与
え
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
根
拠
に
韓
国
憲
法
の
第

一
O
条
を
あ
げ
て
い
る
。
韓
国
憲
法
第
一

O
条
は
「
す
べ
て
の
国
民
は
人
間
と
し
て
の
尊
厳
と
価
値
を
有
し
、
幸
福
を
追
求
す
る
権
利
を
も

そ
れ
を
保
障
す
る
義
務
を
負
う
L

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文

っ
。
国
家
は
個
人
が
も
っ
て
い
る
不
可
侵
の
基
本
的
人
権
を
確
認
し
、
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理
的
に
解
釈
し
た
ら
、
自
然
権
規
定
だ
と
い
う
こ
と
が
す
ぐ
わ
か
る
。

ま
た
第
三
七
条
一
項
は
、
文
理
的
に
解
釈
し
た
ら
、
注
意
的
規
定
で
あ
り
権
利
創
設
的
な
規
定
で
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
ま
た
第
三

七
条
ニ
項
が
基
本
的
人
権
を
法
律
に
よ
り
「
制
限
す
る
場
合
に
も
自
由
と
権
利
の
本
質
的
内
容
は
侵
害
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
制
限
し

て
い
る
の
も
、
自
然
権
が
法
律
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

シンポジウム:東アジアの法哲学の現状と展望

(
三
)
私

こ
の
論
争
は
法
哲
学
的
な
世
界
観
や
憲
法
観
、
国
家
観
の
相
違
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
韓
国
憲
法
の
文
理
的
解
釈
に
よ
っ
た
ら
、
自
然

法
論
的
な
解
釈
に
な
る
の
に
、
法
実
証
主
義
者
が
論
理
的
に
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
か
が
疑
問
で
あ
る
。
法
実
証
主
義
者
は
権
利
の
宣
言
だ

け
で
は
権
利
が
創
設
さ
れ
な
い
と
し
、
法
律
が
具
体
的
な
内
容
を
確
定
し
法
律
に
よ
り
行
使
方
法
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て

い
る
。
憲
法
の
規
定
は
立
法
方
針
規
定
で
あ
り
、
法
律
で
具
体
化
さ
れ
な
い
以
上
、
権
利
で
は
な
い
と
い
う
。
特
に
生
存
権
的
基
本
権
(
社

会
的
基
本
権
)
は
法
律
で
具
体
化
し
な
い
以
上
権
利
で
は
な
い
と
論
理
解
釈
し
て
い
る
。

法
実
証
主
義
者
は
憲
法
の
解
釈
は
文
理
解
釈
で
可
能
な
時
は
文
理
解
釈
で
始
め
、
終
る
べ
き
だ
と
の
叶

z
a
2
冨

2
5
の
解
釈
原
理
に

見

反
し
て
い
る
。
憲
法
の
解
釈
は
憲
法
制
定
権
者
の
明
示
的
意
思
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
。
韓
国
憲
法
の
制
定
権
者
で
あ
る
国
民
は
今
ま
で
の

人
権
侵
害
現
象
に
反
発
し
て
明
確
に
自
然
権
的
に
憲
法
を
改
正
し
第
一

O
条
を
規
定
し
て
い
る
の
で
、
文
理
解
釈
や
主
観
的
解
釈
に
し
た

が
っ
て
自
然
権
的
に
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
。
論
理
的
に
歴
史
的
に
見
て
も
、
基
本
的
人
権
は
国
家
以
前
、
憲
法
以
前
の
権
利
で
あ
る
。
前

国
家
的
な
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る
た
め
に
憲
法
で
国
家
を
造
り
、
国
家
権
力
の
担
当
機
関
を
創
造
し
基
本
的
人
権
を
守
る
よ
う
に
義
務
を

負
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
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基
本
的
人
権
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
基
本
的
人
権
の
濫
用
に
よ
り
他
人
の
基
本
的
人
権
が
侵
害
さ
れ
た
り
、
基
本
的
人
権
の
保
障



演

機
関
で
あ
る
国
家
自
体
が
崩
壊
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
基
本
的
人
権
も
自
然
な
限
界
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
韓
国
憲
法
は

そ
れ
を
第
三
七
条
で
明
白
に
規
定
し
て
い
る
。
「
国
民
の
す
べ
て
の
自
由
と
権
利
は
国
家
安
全
保
障
、
秩
序
維
持
ま
た
は
公
共
福
利
の
た
め
に

必
要
な
場
合
に
限
っ
て
法
律
に
よ
り
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
制
限
す
る
場
合
に
も
自
由
と
権
利
の
本
質
的
内
容
は
侵
害
す
る
こ
と
が

講

で
き
な
い
」
。

こ
の
規
定
に
よ
り
国
民
の
す
べ
て
の
自
由
と
権
利
は
法
律
で
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
本
質
的
内
容

だ
け
で
な
り
た
っ
て
い
る
基
本
的
人
権
は
、
法
律
で
も
制
限
さ
れ
な
い
絶
対
的
基
本
権
で
あ
る
。
絶
対
的
基
本
権
に
は
良
心
の
自
由
・
思
想

の
自
由
・
学
問
研
究
の
自
由
・
信
仰
の
自
由
等
内
心
の
自
由
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
心
の
自
由
は
国
家
安
全
保
障
・
秩
序
維
持
・
公
共
福
利

の
た
め
に
も
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
基
本
的
人
権
の
基
本
的
内
容
は
、
許
可
の
な
い
言
論
・
出
版
・
集
会
・
結
社
・
居
住
移
転
・
財

産
の
売
買
等
を
包
含
す
る
か
ら
、
居
住
移
転
の
許
可
制
と
か
言
論
・
出
版
・
集
会
・
結
社
の
許
可
制
は
違
憲
で
あ
る
。
死
刑
も
生
命
権
の
本

質
的
内
容
を
侵
害
す
る
も
の
で
違
憲
で
あ
る
。

三
、
基
本
的
人
権
の
体
系

(
二
包
括
的
人
権
か
個
別
的
人
権
か

法
実
証
主
義
者
は
基
本
的
人
権
は
個
別
的
な
保
障
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
論
拠
は
、
基
本
権
は
法
律
で
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
個
別
法
律
で
保
障
さ
れ
る
基
本
権
を
総
括
的
に
包
括
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
法
実
証
主
義
者
は
自
然
法
論
は
絶

対
君
主
制
に
反
対
す
る
抗
議
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
が
、
国
民
主
権
国
家
で
は
そ
の
抗
議
的
性
格
は
必
要
で
無
く
な
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。

一
歩
譲
っ
て
も
、
自
由
は
前
国
家
的
だ
と
い
え
ど
も
自
由
権
は
国
家
内
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
法
実
証
主
義
者
は
基
本
的
人
権
は
対
国
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家
的
効
力
し
か
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
。

自
然
法
論
者
は
国
民
の
基
本
権
は
人
間
と
し
て
も
つ
権
利
で
あ
り
、
そ
れ
は
包
括
的
な
も
の
で
あ
り
、
法
律
で
保
障
す
る
個
別
的
基
本
権

は
じ
め
か
ら
総
合
的
人
権
か
ら
個
別
的
人
権
が
派
生
す
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い

の
総
合
で
は
な
く
、

な
い
基
本
権
も
当
然
に
包
括
的
基
本
権
か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
憲
法
が
基
本
的
人
権
を
個
別
的
に
規
定
し
て
い
る
の
は

個
別
的
人
権
の
例
示
で
あ
り
、
そ
れ
は
列
挙
で
は
な
い
と
い
う
。
憲
法
が
個
別
的
人
権
を
規
定
し
て
い
る
の
は
前
国
家
的
な
人
権
を
確
認
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
権
を
新
た
に
賦
与
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

韓
国
憲
法
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
自
然
法
論
に
立
脚
し
て
人
権
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
規
定
は
前
に

あ
げ
た
憲
法
第
一

O
条
と
第
三
七
条
一
項
の
規
定
で
あ
る
。
自
然
権
論
者
は
憲
法
第
一

O
条
の
規
定
が
包
括
的
人
権
の
規
定
で
あ
り
主
基
本
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権
を
規
定
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
法
実
証
主
義
者
は
憲
法
第
一

O
条
は
人
権
宣
言
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
基
本

的
人
権
は
で
て
こ
な
い
と
い
う
。
憲
法
第
一

O
条
の
解
釈
で
折
衷
論
を
と
っ
て
い
る
学
者
は
、
第
一

O
条
前
文
の
「
す
べ
て
の
国
民
は
人
間

と
し
て
の
尊
厳
と
価
値
を
有
し
」
は
宣
言
的
な
規
定
で
あ
り
、
基
本
的
人
権
で
は
な
い
と
い
い
、
「
幸
福
を
追
求
す
る
権
利
を
も
っ
し
と
い
う

規
定
だ
け
が
幸
福
追
求
権
を
規
定
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
論
者
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
法
実
証
主
義
に
傾
斜
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
憲
法
の
正
文
が
権
利
を
も
っ
と
い
う
時
に
し
か
権
利
性
が
な
い
と
い
う
の
は
、
文
理
解
釈
に
忠
実
な
よ
う
に
み
え
る
が
、
も
し
そ
の

よ
う
な
文
理
解
釈
に
こ
だ
わ
っ
た
ら
、
「
国
民
は
・
:
の
自
由
を
も
っ
」
と
い
う
場
合
に
も
、
自
由
は
も
つ
が
権
利
は
も
た
な
い
と
い
う
奇
妙
な

解
釈
を
す
る
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

私
の
見
解
は
、
憲
法
第
一

O
条
の
前
文
が
寸
人
間
の
尊
厳
と
価
値
権
・
幸
福
追
求
権
」
を
憲
法
が
確
認
し
て
い
る
し
、
そ
れ
が
自
然
権
で

あ
る
包
括
的
な
基
本
権
全
部
を
指
摘
し
て
い
る
と
考
え
る
。
後
文
が
こ
れ
を
う
け
て
「
国
家
は
個
人
が
も
っ
て
い
る
不
可
侵
の
基
本
的
人
権

を
確
認
し
そ
れ
を
保
障
す
る
義
務
を
負
う
し
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
後
文
は
「
個
人
が
も
っ
て
い
る
不
可
侵
の
基
本
的
人
権
を
確
認
し
」
と
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議

い
っ
て
い
る
か
ら
、
前
国
家
的
な
不
可
侵
・
不
可
譲
の
基
本
的
人
権
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
法
的
な
基
本
的
人
権
の
確
認

の
後
、
憲
法
は
国
家
に
そ
れ
を
保
障
す
る
義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
と
考
え
る
。
法
実
証
主
義
者
は
こ
の
憲
法
第
一

O
条
は
立
法
方
針
規
定
で

あ
る
の
で
、
強
制
規
範
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
だ
が
支
配
的
学
説
や
判
例
は
憲
法
第
一

O
条
の
裁
判
規
範
性
を
認
め
て
お
り
、
憲
法
裁

判
に
よ
る
強
制
可
能
性
を
認
定
し
て
い
る
。

北法41(4・132)1592
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(
二
)
主
基
本
権
と
派
生
的
基
本
権
の
関
係

憲
法
の
基
本
権
規
定
に
も
上
下
の
位
階
が
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
法
実
証
主
義
者
は
憲
法
の
条
項
は
み
ん
な
同
じ
効
力
を
も
っ
て
い
て
、

何
等
の
位
階
も
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
自
然
法
論
者
は
憲
法
の
規
定
に
も
上
下
の
段
階
が
あ
る
と
み
て
、
上
位
の
規
定
に
違
反
す
る
下
位
の

憲
法
規
範
は
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
韓
国
の
憲
法
は
万
民
平
等
の
原
則
を
規
定
し
な
が
ら
、
軍
人
、
軍
務
員
、
警
察
公
務
員
等
の

国
家
賠
償
請
求
権
を
剥
奪
し
て
い
る
(
憲
法
第
二
九
条
二
項
)
。
も
と
は
軍
人
、
軍
務
員
等
の
国
家
賠
償
請
求
権
の
剥
奪
は
国
家
賠
償
法
で
規

定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
裁
判
所
で
平
等
権
に
違
反
す
る
と
判
決
さ
れ
た
た
め
に
、
朴
正
県
大
統
領
は
維
新
憲
法
を
作
り
、
そ
の
時
に
こ
の

条
項
を
憲
法
に
格
上
げ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
法
実
証
主
義
者
達
は
憲
法
規
範
聞
に
は
上
下
の
位
階
が
な
い
た
め
に
合
憲
で
あ
る
と
主
張
す
る

し
、
裁
判
所
も
こ
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
。
自
然
法
論
者
は
憲
法
の
平
等
規
定
は
憲
法
核
で
あ
り
、
国
家
賠
償
権
の
制
限
を
規
定
し
た
の
は

憲
法
律
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
条
項
は
「
憲
法
核
に
違
反
す
る
憲
法
律
L

で
あ
っ
て
無
効
だ
と
主
張
す
る
。

憲
法
核
と
憲
法
律
の
区
分
は
自
然
法
論
者
の
主
張
で
あ
る
。
憲
法
第
一

O
条
の
基
本
的
人
権
尊
重
規
定
と
第
一
一
条
の
平
等
規
定
等
が
憲

法
核
的
な
規
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
然
権
論
者
に
よ
れ
ば
、
憲
法
核
で
あ
る
憲
法
第
一

O
条
は
憲
法
の
根
本
規
範
で
あ
り
、
こ

れ
に
違
反
す
る
憲
法
条
項
は
効
力
が
な
い
と
い
え
る
。
憲
法
第
一

O
条
は
包
括
的
な
基
本
的
人
権
全
般
を
規
定
し
そ
れ
以
後
の
基
本
権
規
定

は
包
括
的
な
基
本
的
人
権
か
ら
派
生
す
る
個
別
的
基
本
権
を
例
示
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。



私
の
見
解
で
は
、
憲
法
第
一

O
条
が
包
括
的
な
基
本
的
人
権
一
般
を
規
定
し
、
以
下
の
人
権
条
項
は
こ
れ
を
詳
細
化
し
例
示
し
て
い
る
と

考
え
る
。
憲
法
第
一

O
条
の
人
間
の
尊
厳
と
価
値
・
幸
福
追
求
権
は
ド
イ
ツ
基
本
法
第
一
条
の
人
間
の
尊
厳
と
日
本
国
憲
法
第
二
ニ
条
の
幸

福
追
求
権
を
綜
合
し
た
も
の
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
基
本
法
の
「
人
間
の
尊
厳
は
不
可
侵
で
あ
る
L

と
い
う
解
釈
で
も
、
こ

れ
を
基
本
権
自
体
で
は
な
く
基
本
権
の
理
念
的
出
発
点
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
し
、
日
本
国
憲
法
第
一
三
条
も
人
権
宣
言
の
一
般
原
理

だ
と
考
え
る
人
も
あ
る
。
だ
が
多
数
説
は
こ
れ
を
人
権
保
障
規
定
だ
と
し
て
、
一
般
的
人
権
、
包
括
的
人
権
を
保
障
し
て
い
る
と
主
張
し
て

い
る
。
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韓
国
憲
法
の
第
一

O
条
は
一
般
的
人
権
全
般
を
包
括
的
に
宣
言
し
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
は
主
基
本
権
日
母
基
本
権
と
い
え
る
。
こ
の
主

基
本
権
日
母
基
本
権
か
ら
派
生
的
な
個
別
的
基
本
権
H
子
基
本
権
が
生
じ
て
く
る
と
考
え
る
。
こ
の
主
基
本
権
は
あ
ら
ゆ
る
基
本
権
を
包
括

し
て
い
る
が
抽
象
的
で
あ
り
、
個
別
的
基
本
権
は
よ
り
具
体
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

主
基
本
権
は
主
人
格
権
、
主
平
等
権
、
主
自
由
権
、
主
生
存
権
、
主
請
求
権
、
主
参
政
権
を
包
括
し
て
い
る
。
主
人
格
権
、
主
平
等
権
、

主
自
由
権
、
主
生
存
権
、
主
請
求
権
、
主
参
政
権
も
個
別
的
人
格
権
、
個
別
的
平
等
権
、
個
別
的
自
由
権
、
個
別
的
生
存
権
、
個
別
的
請
求

権
、
個
別
的
参
政
権
に
分
化
す
る
。
憲
法
適
用
で
は
は
じ
め
に
個
別
的
基
本
権
を
適
用
し
、
個
別
的
子
基
本
権
の
規
定
が
無
い
場
合
に
は
主

人
格
権
、
主
平
等
権
等
の
規
定
を
適
用
し
、
そ
の
規
定
か
ら
も
特
別
な
子
基
本
権
が
論
拠
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
憲
法
第
一

O
条
の
主
基
本

権
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。

例
え
ば
、
夜
間
通
行
の
自
由
権
が
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
時
に
は
、
は
じ
め
居
住
移
転
の
自
由
に
該
当
す
る
か
を
検
討
す
る
。
居

住
移
転
の
自
由
で
は
な
い
の
が
明
白
だ
か
ら
子
基
本
権
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
基
本
権
で
あ
る
が
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
の
は
わ

か
る
。
そ
れ
が
私
生
活
の
秘
密
・
自
由
で
は
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。
そ
れ
は
身
体
活
動
の
自
由
で
は
あ
る
が
、
身
体
の
自
由
自
体
で
は
な
い
。

そ
れ
で
夜
間
通
行
の
自
由
権
は
身
体
活
動
等
一
般
的
移
動
自
由
権
、
即
ち
主
自
由
権
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ
が
韓
国
憲
法
は
一
般
的
移
動
自
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演

由
権
は
規
定
し
て
い
な
い
の
で
、
主
基
本
権
の
幸
福
追
求
権
か
ら
こ
れ
を
引
き
出
す
の
が
よ
い
だ
ろ
う
と
思
う
。

生
命
権
も
同
じ
で
あ
る
。
生
命
権
は
生
存
権
と
は
違
い
、
自
由
権
と
も
違
う
。
日
本
や
ド
イ
ツ
の
憲
法
に
は
明
文
の
規
定
が
あ
る
が
、
韓

国
の
憲
法
に
は
明
文
の
規
定
が
な
い
。
そ
の
時
に
主
基
本
権
で
あ
る
人
間
の
尊
厳
と
価
値
・
幸
福
追
求
権
に
生
命
権
の
根
拠
を
さ
が
す
の
で

あ
る
。
一
般
的
人
格
権
も
韓
国
憲
法
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
一
般
的
人
格
権
は
自
由
権
で
も
な
く
生
存
権
で
も
な
い
の
で
、
そ
の

根
拠
は
人
間
の
尊
厳
、
価
値
権
と
幸
福
追
求
権
か
ら
さ
が
す
他
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
尊
厳
と
価
値
・
幸
福
追
求
権
は
あ
ら
ゆ
る

基
本
的
人
権
の
本
源
で
あ
る
が
、
憲
法
の
適
用
時
に
は
最
終
的
に
適
用
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
国
家
権
力
が
あ
る

個
別
的
基
本
権
を
侵
害
し
て
い
る
時
は
憲
法
第
一

O
条
の
基
本
的
人
権
を
同
時
に
侵
害
し
て
い
る
と
い
え
る
。
自
然
法
論
的
に
み
た
ら
あ
ら

ゆ
る
人
権
の
侵
害
は
主
基
本
権
の
侵
害
で
あ
り
、
憲
法
第
一

O
条
の
侵
害
で
あ
る
が
、
憲
法
の
適
用
で
は
便
宜
上
個
別
的
基
本
権
規
定
の
違

講

反
で
あ
る
か
を
先
決
的
に
み
る
の
も
一
方
法
で
あ
る
。

(
三
)
主
基
本
権
と
新
し
い
基
本
権

人
間
の
尊
厳
と
価
値
・
幸
福
追
求
権
は
広
義
に
み
れ
ば
主
基
本
権
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
権
を
包
摂
し
て
い
る
。
そ
れ
は
平
等
権
と
か
自

由
権
と
か
生
存
権
と
か
請
求
権
と
か
参
政
権
の
源
泉
で
あ
る
。
だ
が
と
れ
を
狭
義
に
み
れ
ば
憲
法
に
規
定
の
な
い
一
般
的
人
格
権
H
主
人
格

権
と
一
般
的
行
動
自
由
権
H
主
自
由
権
と
生
命
権
の
直
接
的
源
泉
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
抵
抗
権
と
か
平
和
的
生
存
権
と
か
学
習
権
の
根

拠
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

人
間
の
尊
厳
と
価
値
観
は
一
般
的
に
は
生
命
権
と
一
般
的
人
格
権
等
に
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
幸
福
追
求
権
は
一
般
的
行
動
自
由

権
と
か
幸
福
追
求
権
H
主
生
存
権
等
に
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
こ
の
分
離
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、
本
質
的
に
は
人
間
の
尊

厳
と
価
値
・
幸
福
追
求
権
は
一
体
的
で
あ
る
。
韓
国
で
は
生
命
権
に
関
す
る
明
文
の
規
定
は
な
い
し
そ
の
か
わ
り
死
刑
と
い
う
単
語
が
憲
法
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に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
法
実
証
主
義
者
は
死
刑
は
罪
刑
法
定
主
義
に
よ
り
法
律
で
規
定
し
て
い
る
か
ら
合
憲
だ
と
い
っ
て
い
る
。

自
然
法
論
者
は
生
命
権
は
人
間
の
基
本
権
の
中
で
も
一
番
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
憲
法
第
一

O
条
の
人
間
の
尊
厳
と
価
値
に
内
包
さ
れ
て
い

る
と
主
張
す
る
。
生
命
権
を
肯
定
す
る
以
上
、
法
律
で
も
っ
て
も
そ
の
本
質
的
内
容
は
侵
害
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
た

め
に
死
刑
は
憲
法
違
反
だ
と
い
っ
て
い
る
。

シンポジウム:東アジアの法哲学の現状と展望

一
般
的
人
格
権
は
主
人
格
権
と
も
い
え
る
も
の
で
人
格
形
成
権
、
人
格
維
持
権
、
人

格
表
現
権
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
良
心
の
自
由
と
か
学
問
の
自
由
、
宗
教
の
自
由
等
は
個
別
的
基
本
権
と
し
て
特
別
に
保
障
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
憲
法
第
一

O
条
か
ら
は
知
る
権
利
、
聴
く
権
利
、
学
習
す
る
権
利
、
読
む
権
利
等
の
人
格
形
成
権
を
ひ
き
だ
す
よ
う
に
し
よ
う
。

知
る
権
利
は
ド
イ
ツ
や
日
本
で
は
情
報
へ
の
自
由
と
し
て
表
現
の
自
由
か
ら
ひ
き
だ
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
純
な
自
由
権
で
は
な
い
の
で
、

憲
法
第
一

O
条
か
ら
直
接
に
抽
出
す
る
の
が
よ
り
論
理
的
で
あ
る
。
人
格
維
持
権
の
一
つ
と
し
て
情
報
に
対
す
る
自
己
決
定
権

(
E
E
E
2・

百
三

ZErr-σ
凹
号
。
在
日
5
5
m印
円

R
Z
)
が
あ
る
。
こ
の
権
利
は
自
分
の
情
報
を

g
E
U
E
R
の
記
録
に
入
れ
る
べ
き
か
を
決
定
す
る
権

利
と

g
E℃
E
q
に
入
力
さ
れ
た
資
料
を
閲
覧
し
、
そ
の
資
料
の
訂
正
を
要
求
す
る
権
利
で
あ
っ
て
、
自
由
権
で
あ
る
私
生
活
の
秘
密
以
上
の

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
名
誉
権
、
姓
名
権
、
肖
像
権
等
も
一
般
的
人
格
維
持
権
の
内
容
で
あ
る
。
人
格
の
表
現
権
は
表
現
の
自
由
と
し
て

特
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一
般
的
人
格
権
も
憲
法
に
は
明
文
の
規
定
が
な
い
。

平
和
的
生
存
権
は
平
和
状
態
で
平
和
に
生
き
る
権
利
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
ま
で
の
生
存
権
と
は
そ
の
性
質
が
違
う
。
人
間
と
し
て
戦
争
の

恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
て
平
和
に
生
き
る
権
利
で
あ
る
。
韓
国
憲
法
に
は
明
文
の
規
定
は
な
い
が
、
こ
れ
も
主
基
本
権
で
あ
る
人
間
の
尊
厳
と

価
値
・
幸
福
追
求
権
の
一
内
容
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
韓
国
憲
法
は
平
和
的
統
一
条
項
と
侵
略
戦
争
の
禁
止
条
項
に
よ
り
制
度
的

に
保
障
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
権
利
自
体
は
憲
法
第
一

O
条
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
自
然
権
で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

抵
抗
権
は
、
革
命
権
と
同
じ
く
韓
国
憲
法
に
明
文
の
規
定
が
な
い
。
だ
が
抵
抗
権
と
革
命
権
は
国
民
主
権
主
義
に
よ
り
国
民
に
留
保
さ
れ
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演

て
い
る
。
国
民
の
権
利
で
あ
る
抵
抗
権
の
根
拠
も
憲
法
第
一

O
条
に
あ
る
。
一
般
的
行
動
自
由
権
は
当
然
の
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
な

い
が
、
そ
れ
は
幸
福
追
求
権
の
一
内
容
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
。
主
生
存
権
は
文
化
的
生
存
を
す
る
権
利
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
当
然
幸
福

追
求
権
の
中
に
包
含
さ
れ
る
が
、
韓
国
憲
法
に
は
明
文
の
規
定
が
あ
る
。
衣
食
住
の
権
利
に
対
し
て
も
物
質
的
な
生
存
権
と
し
て
把
握
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
韓
国
憲
法
は
環
境
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
し
、
快
適
な
住
居
環
境
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
。
だ
が
快
適
な

住
居
環
境
権
か
ら
人
聞
に
ふ
さ
わ
し
い
住
宅
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
か
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
し
快
適
な
住
居
環
境
権
の
規
定
が
無
い

場
合
に
は
、
幸
福
追
求
権
か
ら
こ
れ
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
法
実
証
主
義
者
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
批
判
し
、
権
利
概

念
を
暖
昧
模
糊
た
る
も
の
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
反
対
し
て
い
る
が
、
韓
国
憲
法
の
解
釈
論
で
も
充
分
可
能
な
理
論
で
あ
る
。
自
然
法
論
的

に
み
れ
ば
、
自
然
権
は
一
体
で
あ
り
、
そ
れ
を
分
化
し
て
憲
法
に
例
示
し
た
も
の
自
体
が
問
題
で
あ
る
が
、
今
ま
で
の
歴
史
的
経
験
に
よ
り

実
定
憲
法
的
保
障
も
必
要
な
の
で
例
示
し
た
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
韓
国
憲
法
の
よ
う
に
改
正
が
多
い
と
き
に
は
新
し
い
人
権
を
憲
法
に

例
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
日
本
国
憲
法
の
よ
う
に
改
正
の
難
し
い
憲
法
で
は
自
然
法
的
な
法
解
釈
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

新
し
い
基
本
的
人
権
は
生
成
す
る
自
然
法
の
内
容
で
あ
る
と
い
え
る
。

講

(
1
)
詳
細
は
、
鈴
木
敬
夫
「
人
間
の
尊
厳
と
抵
抗
権
|
|
韓
国
法
哲
学
・
憲
法
学
の
一
側
面

l
i
L、

商
経
合
併
編
)
一
九
八
一
、
一
四
七
頁
参
照
。

(
2
)
詳
細
は
、
金
哲
株
寸
抵
抗
権
小
考
」
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
『
法
学
』
、

九
五
頁
以
下
参
照
。

札
幌
商
科
大
学
『
論
集
』
、
第
二
五
号
(
人
文
・

一
九
八

O
。
鈴
木
敬
夫
編
訳
『
現
代
韓
国
の
基
本
権
論
』
(
成
文
堂
一
九
八
五
)
、
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四
、
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
解
釈
と
憲
法
保
障

(
二
憲
法
裁
判
制
度
の
意
義
と
導
入

法
実
証
主
義
者
は
立
法
権
の
優
越
を
唱
え
て
法
律
の
憲
法
違
反
性
審
査
を
否
定
し
て
い
る
。
だ
が
同
包
括
ロ
は
法
秩
序
の
段
階
構
造
を
唱

え
、
憲
法
の
最
高
法
規
性
を
強
調
し
、
憲
法
下
の
法
律
で
あ
る
べ
き
だ
と
し
て
法
律
の
違
憲
審
査
を
主
張
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
憲
法
制
定

に
あ
た
っ
て
憲
法
裁
判
所
制
を
導
入
し
、
法
律
の
違
憲
審
査
を
行
う
よ
う
に
し
た
。
自
然
法
論
者
は
実
定
法
の
上
位
に
あ
る
自
然
法
の
最
高

法
規
性
を
強
調
し
憲
法
律
や
法
律
の
自
然
法
違
反
を
判
決
す
る
機
構
の
導
入
を
主
張
し
た
。
現
代
の
憲
法
核
は
大
部
分
自
然
法
を
実
定
法
化

し
て
い
る
の
で
、
違
憲
審
査
の
基
準
に
は
憲
法
核
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
し
、
も
し
憲
法
核
に
自
然
法
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
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に
は
、
自
然
法
を
基
準
と
す
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

韓
同
で
も
法
実
証
主
義
者
に
よ
り
法
律
の
違
憲
審
査
が
主
張
さ
れ
た
が
、
そ
の
基
準
は
実
定
憲
法
だ
け
だ
と
唱
え
ら
れ
た
。
だ
が
自
然
法

論
者
は
法
律
の
自
然
法
違
反
も
判
断
す
べ
き
で
あ
る
し
、
自
然
法
違
反
の
法
律
の
無
効
を
宣
言
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

韓
国
に
憲
法
裁
判
所
が
初
め
て
導
入
さ
れ
た
の
は
一
九
六

O
年
の
第
二
共
和
国
憲
法
時
代
で
、
ド
イ
ツ
基
本
法
の
影
響
が
強
か
っ
た
。
憲

法
裁
判
所
は
ド
イ
ツ
基
本
法
の
自
然
権
論
的
な
解
釈
学
者
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
六
一
年
の
軍
事
政
権
に
よ
り
発
足
も

見
、
ず
に
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
革
命
立
法
の
違
憲
性
を
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
し
た
法
実
証
主
義
者
の
発
想
で

あ
っ
た
。
一
九
六
三
年
の
第
三
共
和
国
憲
法
は
ア
メ
リ
カ
型
の
司
法
審
査
制
を
と
っ
た
が
、
司
法
消
極
主
義
の
た
め
に
違
憲
判
決
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
。
一
九
七
一
年
二
件
の
法
律
条
項
に
対
し
て
憲
法
違
反
の
宣
告
が
で
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
、
有
名
な
司
法
反
動
が
は
じ
ま
っ
た
。

大
統
領
と
行
政
府
は
司
法
府
の
違
憲
判
決
に
激
怒
し
、
司
法
府
の
権
限
を
縮
小
す
る
よ
う
に
努
力
し
た
。
そ
の
結
果
、

一
九
七
二
年
の
維
新
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演

憲
法
は
司
法
府
の
違
憲
法
律
審
査
権
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
の
一
五
年
間
、
一
件
の
法
律
の
違
憲
審
査
も
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
一
九
七
七
年
の
新
し
い
憲
法
の
制
定
時
に
憲
法
裁
判
所
を
新
設
す
る
よ
う
に
憲
法
学
者
が
主
張
し
て
憲
法
に
導
入
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
だ
が
こ
の
憲
法
裁
判
所
は
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
所
と
違
っ
て
抽
象
的
規
範
審
査
が
で
き
な
い
の
が
特
色
で
あ
る
。
一
般
裁
判
所
の
裁

判
官
が
裁
判
途
中
で
当
事
者
の
申
請
に
よ
る
か
職
権
に
よ
り
適
用
す
べ
き
法
律
の
違
憲
審
査
を
憲
法
裁
判
所
に
提
請
す
れ
ば
、
憲
法
裁
判
所

は
こ
の
法
律
の
違
憲
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
具
体
的
規
範
審
査
と
同
じ
で
あ
る
。

一
九
八
七
年
の
第
六
共
和
国
憲
法
裁
判
所
の
特
色
は
憲
法
訴
願
制
度
の
採
択
で
あ
る
。
韓
国
の
憲
法
裁
判
所
法
は
「
公
権
力
の
行
使
又
は

不
行
使
に
因
り
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
権
を
侵
害
さ
れ
た
者
は
裁
判
所
の
裁
判
を
除
外
し
て
憲
法
裁
判
所
に
憲
法
訴
願
審
判
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
他
の
法
律
に
救
済
手
続
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
手
続
を
す
べ
て
経
由
し
た
後
で
な
け
れ
ば
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
L

(

第
六
八
条
一
項
)
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
国
民
の
基
本
的
人
権
の
最
後
の
保
障
者
と
し
て
の
憲
法
裁
判
所
の
権
限
を
規
定

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所
と
違
う
の
は
、
違
憲
法
律
審
査
型
憲
法
訴
顕
で
あ
る
。
当
事
者
が
訴
訟
途
中
裁
判
官
に
適
用

法
律
の
違
憲
審
査
の
提
請
を
申
請
す
る
時
、
当
該
裁
判
官
は
そ
れ
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
却
下
決
定
に
対
し
て
当
事
者
は
憲

法
訴
願
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
(
第
六
八
条
二
項
)
。
こ
れ
は
裁
判
所
の
裁
判
が
憲
法
裁
判
所
へ
の
訴
願
対
象
に
な
ら
な

講

い
と
い
う
原
則
の
例
外
だ
と
い
え
よ
う
。

(
二
)
憲
法
裁
判
所
の
構
成
と
適
用

憲
法
裁
判
所
は
九
名
の
裁
判
官
か
ら
な
っ
て
い
る
。
憲
法
裁
判
所
の
所
長
と
五
名
の
裁
判
官
は
常
任
で
あ
る
が
三
名
は
非
常
任
で
弁
護
士

を
兼
業
し
て
い
る
。
憲
法
裁
判
所
長
は
国
会
の
同
意
に
よ
り
大
統
領
が
任
命
し
、
他
二
名
の
裁
判
官
を
大
統
領
が
任
命
す
る
。
そ
の
他
の
三

名
は
国
会
で
選
挙
し
、
三
名
は
大
法
院
長
が
指
名
し
、
大
統
領
が
そ
れ
ら
を
任
命
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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今
ま
で
憲
法
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
た
憲
法
裁
判
は
多
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
そ
の
大
半
は
違
憲
法
律
審
査
と
憲
法
訴
顕
で
あ
る
。
そ
の
う

ち
で
も
特
記
す
べ
き
も
の
は
社
会
安
全
法
や
国
家
保
安
法
の
限
定
的
合
憲
解
釈
や
国
会
議
員
選
挙
法
や
訴
訟
促
進
特
別
法
の
各
条
項
の
違
憲

判
決
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
平
等
権
に
反
す
る
規
定
が
違
憲
で
あ
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
今
係
争
中
の
違
憲
訴
願
に
は
国
会
の
立
法
手

続
の
適
法
性
の
問
題
が
あ
る
。
国
会
で
野
党
議
員
の
議
事
妨
害
の
た
め
に
与
党
が
討
論
を
省
略
し
公
表
無
し
に
通
過
し
た
と
宣
布
し
た
い
わ
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ゆ
る
カ
ツ
パ
ラ
イ
法
案
の
成
立
の
合
法
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
判
決
で
は
、
国
家
の
利
益
と
か
銀
行
の
利
益
の
た
め
に
一
審
で
の
判
決
に
強
制
執
行
を
認
め
な
か
っ
た
法
律
が
不
平
等
だ
と

い
っ
て
違
憲
宣
告
さ
れ
た
。
だ
が
国
家
保
安
法
の
讃
揚
・
鼓
舞
・
同
調
罪
と
か
不
穏
文
書
所
持
罪
に
は
限
定
的
合
憲
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。

土
地
取
引
の
許
可
制
と
か
、
補
償
時
に
政
府
の
土
地
基
準
価
格
に
よ
っ
て
補
償
す
る
こ
と
を
合
憲
だ
と
決
定
し
て
い
る
。

憲
法
裁
判
所
の
決
定
例
を
見
れ
ば
、
裁
判
官
の
憲
法
解
釈
の
仕
方
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
の
憲
法
裁
判
官
は
弁
護
士
や
検
事
、

判
事
出
身
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
弁
護
士
出
身
が
圧
倒
的
に
多
く
検
事
出
身
が
一
人
で
あ
る
。
弁
護
士
は
判
事
出
身
が
大
部
分
で
あ
る
。
こ

の
裁
判
官
達
は
法
実
証
主
義
的
な
憲
法
解
釈
を
し
て
お
り
、
国
家
の
利
益
や
政
府
の
見
解
に
重
き
を
お
く
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
さ

い
な
こ
と
で
は
政
府
の
見
解
に
反
対
す
る
決
定
も
あ
る
が
、
国
家
利
益
に
決
定
的
な
影
響
が
あ
る
事
件
に
つ
い
て
は
政
府
の
見
解
に
同
調
し

て
い
る
。
一
、
二
人
の
裁
判
官
が
合
憲
判
決
に
は
反
対
意
見
を
書
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
達
も
自
然
法
論
者
で
あ
る
と
す
る
よ
り
は
野
党
の

推
薦
で
国
会
で
選
挙
さ
れ
た
か
ら
、
野
党
の
見
解
に
よ
り
反
対
意
見
を
書
い
て
い
る
と
見
え
る
。
こ
の
裁
判
官
達
は
大
部
分
、
第
一
共
和
国

時
代
に
憲
法
を
習
っ
た
人
達
で
あ
る
か
ら
、
法
実
証
主
義
的
な
解
釈
を
し
て
い
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
だ
、
が
、
若
い
裁
判
官

や
若
い
弁
護
士
、
学
者
達
は
自
然
法
論
に
し
た
が
っ
て
法
律
の
違
憲
性
を
提
請
し
、
弁
護
し
、
主
張
し
て
い
る
。

憲
法
裁
判
所
も
、
知
る
権
利
に
つ
い
て
は
憲
法
の
表
現
の
自
由
と
か
人
間
の
尊
厳
・
価
値
・
幸
福
追
求
権
か
ら
派
生
す
る
も
の
と
判
決
し
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演

て
い
る
。
死
刑
の
違
憲
性
と
か
教
員
の
労
働
三
権
制
限
法
律
の
違
憲
性
等
に
つ
い
て
は
判
決
を
お
く
ら
せ
て
い
る
。
死
刑
や
堕
胎
等
の
合
憲

性
判
定
の
時
に
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
の
対
立
が
尖
鋭
化
す
る
だ
ろ
う
。

講

五
、
結
論
一
韓
国
法
哲
学
の
課
題

韓
国
の
憲
法
裁
判
所
や
司
法
府
、
行
政
府
、
立
法
府
が
法
律
万
能
主
義
の
立
法
、
行
政
、
裁
判
を
し
て
い
る
の
は
、
現
在
の
裁
判
官
や
行

政
官
や
国
会
議
員
が
法
実
証
主
義
的
教
育
を
受
け
た
た
め
で
あ
る
。
日
本
帝
国
時
代
に
教
育
を
受
け
た
裁
判
官
や
行
政
官
は
勿
論
第
一
共
和

国
時
代
に
法
学
教
育
を
受
け
た
人
達
も
法
律
万
能
主
義
を
信
奉
し
て
い
た
。
そ
れ
は
専
制
主
義
的
な
李
大
統
領
の
政
権
の
た
め
で
あ
っ
た
。

又
軍
人
達
が
革
命
を
お
こ
し
て
軍
政
を
延
長
し
た
第
三
共
和
国
、
第
四
共
和
国
、
第
五
共
和
国
の
二
八
年
間
も
学
問
の
自
由
が
な
か
っ
た
し

国
家
権
力
の
制
限
を
主
張
し
た
立
憲
主
義
者
は
弾
圧
を
受
け
た
。
専
制
主
義
的
な
維
新
憲
法
の
制
定
に
反
対
し
た
学
者
が
極
く
少
な
か
っ
た

の
も
、
学
問
の
自
由
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

第
二
次
大
戦
後
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
で
勉
強
し
た
留
学
生
達
は
自
由
と
人
権
の
優
越
を
信
奉
す
る
自
然
法
論
者
が
多
か
っ
た
が
、
韓
国
の

政
治
情
勢
に
応
じ
て
法
実
証
主
義
者
に
か
わ
り
、
国
家
権
力
の
優
越
を
講
義
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
法
哲
学
や
憲
法
学
を
研
究
す
る
学
生
も

少
な
か
っ
た
し
立
身
出
世
の
た
め
実
定
法
学
を
研
究
す
る
学
生
は
多
か
っ
た
。
か
さ
な
る
改
憲
の
た
め
憲
法
に
対
す
る
尊
重
心
も
少
な
か
っ

た
し
、
立
憲
主
義
へ
の
信
頼
も
地
に
お
ち
た
。
そ
の
結
果
法
哲
学
や
憲
法
学
が
公
務
員
試
験
か
ら
は
ず
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
司
法
試
験

科
目
で
は
法
哲
学
が
択
一
試
験
科
目
に
な
っ
た
し
、
憲
法
学
も
統
治
構
造
論
を
出
題
す
る
よ
う
に
な
り
、
人
権
問
題
は
出
題
し
な
い
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
結
果
、
法
実
証
主
義
が
流
行
し
、
法
律
万
能
的
な
憲
法
解
釈
が
支
配
し
た
。
第
六
共
和
国
に
な
っ
て
学
問
の
自
由
は
復
活
さ
れ
た
が
、
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自
然
法
論
よ
り
も
社
会
主
義
的
な
法
思
想
が
流
行
し
は
じ
め
た
。

韓
国
の
法
律
万
能
的
な
法
運
用
を
改
革
す
る
に
は
、
司
法
官
や
行
政
官
、
国
会
議
員
を
再
教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
ソ
ウ
ル
大
学

の
法
学
研
究
所
で
は
弁
護
士
や
司
法
官
の
再
教
育
を
し
て
い
る
が
、
法
曹
界
の
呼
応
は
そ
う
活
発
で
は
な
い
。
学
生
達
も
法
哲
学
の
講
義
は

よ
く
聴
か
な
い
し
、
法
価
値
論
や
法
倫
理
論
を
講
義
す
る
教
授
も
少
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
吉
己
的
胃

E
2
8
は
分
析
哲
学
等
の
影
響
で
法
の
本

質
論
を
充
分
に
は
研
究
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
学
研
究
者
も
民
主
主
義
的
な
世
界
観
に
立
っ
て
法
学
の
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
司
法
試
験
や
公
務
員
採
用
試
験
の
科
目
調
整
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
司
法
制
度
の
改
革
、
法
学
教
育
の
改
革
が
断
行
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
、
韓
国
法
学
教
授
会
は
法
学
教
育
の
再
検
討
を
し
て
い
る
し
、
司
法
試
験
制
度
改
革
委
員
会
は
司
法
試
験
の
改
正

を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
大
学
院
も
司
法
制
度
改
革
の
た
め
法
曹
一
元
化
案
を
検
討
し
て
い
る
。

九
0
年
代
に
は
こ
れ
ら
の
諸
制
度
が
改
革
さ
れ
自
然
法
論
を
信
ず
る
学
者
達
が
憲
法
裁
判
所
や
大
法
院
の
裁
判
官
に
抜
擢
さ
れ
た
ら
、
立

憲
主
義
的
な
憲
法
解
釈
が
優
越
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
民
主
化
、
国
際
化
の
時
代
的
趨
勢
に
応
じ
て
自
然
法
論
が
風
摩
す
る
こ
と
を
期
待
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
法
哲
学
の
復
興
を
願
う
の
が
韓
国
法
哲
学
者
の
希
望
で
あ
る
。

(
原
文
日
本
語
)
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